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１ 審議事項 

本委員会は、諮問第２０２３号「放送システムに関する技術的条件」のうち、

「ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件」について検討を行った。 

 

２ 委員会の構成 

別紙１のとおり。 

なお、検討の促進を図るため、本委員会の下に別紙２のとおりＳＴＬ／ＴＴ

Ｌ作業班及びギャップフィラー作業班を設置した。 

 

３ 審議経過 

 

（１）委員会での検討 

 

ア 第４７回（平成２６年１２月３日） 

委員会の運営方法、審議方針、検討項目及び審議スケジュール等につい

て検討を行った。審議の促進を図るため、放送事業者無線局について検討

を行うＳＴＬ／ＴＴＬ作業班及び受信障害対策中継を行う放送局について

検討を行うギャップフィラー作業班を設置することとした。 

 

（２）検討作業班での検討 

 

ア ギャップフィラー作業班 

ａ 第１回作業班（平成２６年１２月１６日） 

作業班の運営方法、今後のスケジュール等について事務局より説明し、

要求条件について検討を行った。また、今後の検討スケジュールを定

めた。 

ｂ 第２回作業班（平成２７年１月２７日） 

同期放送の条件や空中線電力など基本的な技術的条件についての検

討を行った。 

ｃ 第３回作業班（平成２７年２月２５日） 

共用検討や測定方法の技術的条件について検討を行った。 

ｄ 第４回作業班（平成２７年３月２７日） 

作業班報告を取りまとめた。 

ｅ メール審議（平成２７年５月１２日から５月１９日） 

第４８回放送システム委員会において指摘された事項等に対する修

正案を検討し、一部作業班報告を修正した。 
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４ 審議概要 

 

４．１ 審議の背景 

放送ネットワークの強靭化に関する検討会中間取りまとめ（平成２５年７月

１７日）を踏まえ、総務省では、ＡＭラジオ放送の難聴対策や災害対策のため、

ＦＭラジオの周波数（７６ＭＨｚから９５ＭＨｚ）を利用したＦＭ補完中継局

の制度整備を行い、平成２６年５月から当該ＦＭ補完中継局の免許手続きを進

めている。 

さらに、当該中間取りまとめにおいてラジオネットワークの強靭化を図る観

点から、以下の点が指摘された。 

 

（１）従来、ＡＭラジオ放送の番組中継回線として利用されてきたＶＨＦ帯Ｓ

ＴＬ／ＴＴＬ※の周波数（６０ＭＨｚ、１６０ＭＨｚ）を一層活用するこ

ととし、コミュニティ放送などのＦＭラジオ放送の番組中継回線としてス

テレオ放送の中継を可能にすること。 

 

※ STL：Studio to Transmitter Link TTL：Transmitter to Transmitter Link 

 

（２）リアス式海岸地域や山間地等においてＦＭラジオ放送（ＦＭ補完中継局

を含む）の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するため、その

対策としてＦＭラジオ放送用周波数を利用したラジオのギャップフィラー

の導入を進めること。 

 

上記を踏まえ、放送用ＳＴＬ／ＴＴＬ回線の高度化、ラジオのギャップフィ

ラーの整備のための技術的条件の検討を開始。 

 

４．２ ラジオのギャップフィラーに求めるイメージ 

 

（１）難聴地域 

ラジオのギャップフィラー（以下「ギャップフィラー」という）の利用

される難聴地域のイメージは、図１に示すようにＡＭラジオ放送やＦＭラ

ジオ放送等が法定電界強度を下回り、ラジオ受信機による聴取が困難とな

る地域であって、放送局による難聴対策が困難な極狭小な地域やこれらの

地域が点在する場合にその対策として用いられる事を想定する。また、都

市部においても地下街のラジオの不感地域やビル陰などの難聴地域も含む

ものと想定する。 

2



 

図 1 難聴地域のイメージ 

 

（２）使用周波数 

ギャップフィラーの使用する周波数は、早期に難聴対策が進められるよ

う周波数の国際調整が不要で、既に受信機が多く普及している、超短波（７

６ＭＨｚから９５ＭＨｚ）の周波数を利用することとする。このため、Ｆ

Ｍラジオ放送以外のラジオ放送は超短波の周波数に変換して放送すること

とする。 

また、聴取者が移動しながら受信する場合にギャップフィラー等の放送

区域が変わる度にチューニングの必要が無いよう聴取者の利便性を確保す

るため、ギャップフィラーの再放送に使用する周波数は、図２に示すよう

に既存ＦＭラジオ放送局の放送周波数と同一の周波数による再放送を原則

とする。 

 
図 2 同一周波数による再送信のイメージ 
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（３）放送区域 

ギャップフィラーの放送区域は、既存ＦＭラジオ放送局等の放送区域に

必要な混信保護比を確保し、難聴地域を解消することとする。 

なお、ビル陰などの難聴地域を解消するためにギャップフィラーと既存

ＦＭラジオ放送局との放送区域の重複が避けられず、混信保護比が確保で

きないケースが想定され得る。この場合には、例外的にギャップフィラー

の周波数は既存ＦＭラジオ放送局と異なる周波数により対策を行うことと

する。 

また、図３に示すように放送区域の範囲は地上デジタルテレビジョン放

送のギャップフィラーと同程度の半径５００ｍから半径１０００ｍとする

こととする。 

 

 

図 3 地上デジタルテレビのギャップフィラーの例 

 

（４）無線設備等 

ギャップフィラーは柔軟に難聴対策を行えるよう、放送事業者以外の者

が開設できる受信障害対策中継を行う放送局 ※１とする。また、当該放送局

は、放送事業者以外の者が容易に開設できるよう、無線局検査を省略でき

る技術基準適合証明 ※２の対象無線設備とするほか、放送局を操作する無線

従事者の選任を不要 ※３とする。 

 

※１ 受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生している地上基幹放送

（放送法第二条第十五号 の地上基幹放送をいう。）及び当該地上基幹放送の電波に重畳して

行う多重放送（同条第十九号 の多重放送をいう。）を受信し、そのすべての放送番組に変更を

加えないで当該受信の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にそ

の再放送をする基幹放送のうち、当該障害に係る地上基幹放送又は当該地上基幹放送の電波

に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。 
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※２ 技術基準適合証明制度（技適制度）は、無線設備の技術基準への適合性等について、電波

法令に基づき、登録証明機関が証明した適合表示無線設備で、次の様な効果が期待される。

ギャップフィラーでは、「無線局開設の際の手続の簡略化」の効果を得ることとする。 

・一定の条件を満たす無線局の免許が不要 

・複数の無線局に対する包括的な免許を付与 

・無線局開設の際の手続の簡略化 

・登録局の申請が可能 

 

※３ 無線従事者の資格を要しない簡易な操作は、電波法第３９条第１項に基づく制度であって、

免許を要しない無線局の無線設備の操作、無線従事者の管理の下に行われるもの、又は 適合

表示無線設備のみを使用するもので電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作等が電波法

施行規則や告示された場合に限り、操作を行う無線局に対する無線従事者の選任が不要とな

る。 

 

４．３ ギャップフィラーに求める機能 

ギャップフィラーは複数のラジオ放送を一つの送信機から再放送可能なも

のとする。また、再放送を行える数は東京のＦＭラジオ放送局（ＮＨＫ－Ｆ

Ｍ、ＦＭ東京、Ｊ－Ｗａｖｅ、インターＦＭ、放送大学、ＴＢＳラジオ、文

化放送、ニッポン放送）の８社の他、コミュニティ放送１社を想定し、図４

に示すように最大９波の電波を発射できるものとする。ただし、ＡＭ局をＦ

Ｍに変換する場合は既存のＦＭラジオ受信機で聴取可能とするため、現行規

定の変調に関する技術基準を適用すること。 

 

 
図 4 複数のラジオ放送の再送信のイメージ 

 

４．４ 検討モデル 

（１）ギャップフィラーのシステムモデル 

既存ＦＭラジオ放送局とギャップフィラーの周波数は難聴地域（放送区

域を確保するために必要な所要電界強度を満たさない地域）において聴取
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者の利便性の確保の観点から、原則として同一周波数による再放送を行う

こととし、既存ＦＭラジオ放送局の放送区域とは３６ｄＢ以上の混信保護

比を確保するものとする。 

また、狭小の難聴地域が連続し各送信点からの放送波が重複する場合は、

各送信点の送信周波数を制御しなければ混信を生じるが、ＣＡＴＶ網（ダ

ークファイバー）※では、放送波の搬送波等を精密に制御することが容易

であるため、同期放送による放送も可能とする。 

 

※ ギャップフィラーの受信機と送信機を接続する連絡線として専用に使用するもの。 

 

 

図 ５ 既存ＦＭラジオ放送局、ギャップフィラー同士の放送区域の 

重なりがない場合（双方に関わる条件はない） 

 

 
図 ６ ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）を使用し 

ギャップフィラー同士の放送区域の重なりがある場合 

（双方に関わる条件がある） 

 

（２）送受信モデル 

ア 受信モデル 

ギャップフィラーの利用形態として、農作業時などの屋外作業時におけ

る災害情報を含む情報提供を想定していることから、ラジオ受信機は作業

台等の上に置かれて移動しない形態を基本とし、移動する場合であっても、

その移動速度は比較的緩やかであることを想定する。このため、ギャップ

フィラーの放送区域の算定については、固定受信とし、ラジオ受信機の設
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置する高さを１ｍ程度として検討する。 

 

イ 送信モデル 

山間部にギャップフィラーを置局する場合、送信アンテナの設置が容易

なパンザーマストに取り付けるものとし、その高さは１０ｍ程度とする。 

また、都市部に設置するものは既存ＦＭラジオ放送局等の放送区域に障

害を与えることなく、難聴地区の放送区域を適切に確保することを想定し、

送信アンテナは他のビルによる遮蔽物の影響を受けない程度で極力低い位

置に取り付けるものとし、その高さは１５ｍ程度とする。 

 

５ 技術的条件の検討 

ギャップフィラーに用いられる技術的条件の検討に当たっては、昭和３６年

電波技術審議会答申「新技術の開発によって実施にうつされる放送の実用化に

必要な技術的条件」及び平成１０年度電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 

ＦＭ放送局の置局に関する技術的条件」に示されるＦＭラジオ放送の実施に当

たって必要とする技術的条件を前提とする。 

 

（１）使用周波数 

超短波放送用周波数である７６ＭＨｚから９５ＭＨｚまでの周波数を使

用するものとする。 

また、ラジオ受信機はメーカーの商品企画の観点から選択度や忠実度を

独自に設定される場合がある。例えば中間周波数の帯域が２００ｋＨｚか

ら４００ｋＨｚのものが存在する。このため、ギャップフィラーから複数

のラジオ放送を再放送する場合、現状のラジオ受信機の選択度や忠実度に

関する性能に配慮するほか、有線テレビジョン放送施設の技術基準を参考

とし、再放送する放送周波数の最小間隔は６００ｋＨｚ※とする。 

 

※ 有線テレビジョン放送の技術基準の元となった昭和４７年８月「有線テレビジョン放

送施設に関する調査報告書」（財団法人電波技術協会有線テレビジョン技術調査委員会）

別紙第３有線テレビジョン放送施設の周波数配列に有線ＦＭ放送について次のとおり求

めている。 

周波数間隔は、「６００ｋＨｚ以上とし、かつ、１０．５ＭＨｚから１０．９ＭＨｚ

の間隔にならないこと。」 

 

（２）周波数偏差 

ギャップフィラーの周波数偏差は、既存ＦＭラジオ放送局と同様に２０
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ｐｐｍ以内とする。また、同期放送を行う場合、送信点間の偏差は次のと

おりとする。 

ア ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）を活用し精密に同期放送を行う場合は、

送信点相互の周波数偏差の目標は０Ｈｚとし、搬送波の周波数安定度につ

いても同一とすること。 

 

イ その他の放送局が行う同期放送については、従来どおり２Ｈｚ以内とす

る。 

 

（３）占有周波数帯幅 

既存ＦＭラジオ放送局等の再放送することを目的とすることから、当該

放送局の占有周波数帯幅と同一とする。また、ギャップフィラーから複数

のラジオ放送を再放送する場合、占有周波数帯幅はその放送周波数毎に２

００ｋＨｚとする。 

 

（４）電波の型式 

既存ＦＭラジオ放送局等の再放送を周波数変調方式で行うことから、当

該放送局等に指定されている「Ｆ２Ｄ」、「Ｆ２Ｅ」、「Ｆ３Ｅ」、「Ｆ８Ｅ」、

「Ｆ９Ｗ」の電波の型式を指定できるものとする。 

 

（５）同期放送 

図７「ギャップフィラー間の放送区域に発生する干渉エリアの例」に示

すように、自局のギャップフィラーの送信点が複数有り、同一周波数によ

り放送する場合であって放送区域が重なる場合（Ｄ／Ｕ＝０ｄＢ付近）は、

同一周波数混信を避けるため、同期放送を行う必要がある。 

同期放送を行うには、次のアからエの条件を前提とし表１「同期放送の

技術的条件」とすることが適当である。 

なお、実際の置局においては、同期放送による干渉エリアが人家や道路

での受信評価を一層向上させる観点から、人家や道路に当該干渉エリアが

掛からないよう設計に関し配慮を行うことが望ましい。 
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図 ７ ギャップフィラー間の放送区域に発生する干渉エリアの例 

 

表 1 同期放送の技術的条件 

  

放送区域の重なり ※１ ギャップフィラー局間の同期放送の条件 

既存ＦＭラジオ 

放送局 

ギャップフィラー

局 

送信点間の 

周波数偏差 
許容される遅延時間 Ｄ／Ｕ 

ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）

を利用した複数の送信点があるギ

ャップフィラー 

無し 有り 同期 ※２ 

５μ 秒未満 規定せず 

５μ 秒以上～１０μ 秒未満 ６ｄＢ以上 

１０μ 秒以上～２０μ 秒未満 ９ｄＢ以上 

上記以外のギャップフィラー 無し 無し － － － 

※１ 既存ＦＭラジオ放送局又は他のギャップフィラーとの混信保護比は３６ｄＢ以上必要 

※２ 送信点相互の周波数偏差の目標は０Ｈｚとし、搬送波の周波数安定度についても同一とすること。 

【参考】 

コミュニティ放送 － 
送信点同士の 

重なり有り 
２Ｈｚ以下 ２０μ 秒以下 １４ｄＢ以上 

 

ア 同期放送を行う場合であっても、放送区域は既存ＦＭラジオ放送局と同

様に場所率５０％以上、時間率５０％以上を確保するものとする。また、

主観評価は、ＩＴＵ－Ｔ Ｒｅｃ Ｐ．８００「Methods for subjective 

determination of transmission quality」の基準３以上を確保するものと

する。 

ギャップフィラーの複数の送信点から発射された電波の強度が等しくな

る付近（Ｄ／Ｕ=０ｄＢ）では、同一周波数が複数の経路をたどって受信点

に到達するマルチパスによる受信劣化と同様に考えることができる。一般

にマルチパスは電波の到達経路が時間的に変化することから、時間率で評

価される事が多い。また、マルチパスはラジオ受信機の復調時に受信波形

の歪として現れる。しかし、ギャップフィラーでＣＡＴＶ網（ダークファ

イバー）を活用する場合には各送信点から送信された電波の電界強度のレ

ベルが等しくなる付近（Ｄ／Ｕ=０ｄＢ）の遅延時間を精密に調整すること

が可能であり、遅延時間を調節した場合は場所的に受信評価が良い場所、

悪い場所が変動しないことから、マルチパスによる受信劣化は場所率とし

て評価できる。このため参考資料１のとおり検討したところ、場所率は５
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０％以上確保できると認められる。 

一方、時間率についてはギャップフィラーの放送区域が約１ｋｍ以内で

あることから電波の干渉によるディップ地点は存在するものの電界強度は

強く安定していることから時間的な変動は少ないと考えられ、時間率は５

０％以上確保可能と認められる。 

 

イ 平成９年６月「ＦＭ同期放送技術の研究開発報告書」に複数の送信点か

ら到来する電波の電界強度の割合（ここでは「Ｄ／Ｕ」で表すものとする）

と遅延時間に関する評価が図８「遅延時間と混信保護比」に示されている

が、Ｄ／Ｕ＝０ｄＢ付近については評価が行われていない。 

 

 

 

 

ＣＡＴＶ網（ダークファイバー）を用いて精度良い同期放送を行う場合

を想定すると、Ｄ／Ｕ＝０ｄＢにおいても遅延時間の許容範囲を検討して

おく必要があることから、参考資料２のとおり追加実験を行った。 

その結果は、図９「Ｄ／Ｕ＝０ｄＢの主観評価」となっており、到来す

る電波の電界強度がＤ／Ｕ＝０ｄＢで遅延時間０μ秒の場合、ラジオ受信

機での主観評価は次のグラフのとおりほぼ４であり、聴取可能な基準値で

ある主観評価３以上を確保している。 

 

 

 

図８ 遅延時間と混信保護比 
（クロス電界強度７４ｄＢピアノ） 
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このため、平成９年６月の報告書の評価に「遅延時間０～５μ秒におけ

る主観評価３以上の混信保護比は６ｄＢ以下」を加え、次のとおり同期放

送の条件とする。 

遅延時間が２０μ秒以下であれば各送信点からのＤ／Ｕが１４ｄＢ以上

で主観評価３以上の受信ができる。また、精密な周波数制御により同期放

送を行う場合、遅延時間が１０μ秒以上２０μ秒未満であればＤ／Ｕが９

ｄＢ以上、５μ秒以上１０μ秒未満であればＤ／Ｕが６ｄＢ以上で主観評

価３が得られ、さらに、遅延時間が５μ秒未満であればＤ／Ｕが０ｄＢ以

上の領域でも主観評価３を得られる。 

 

ウ 同期放送を行う場合であっても、既存ＦＭラジオ放送局と同様に放送区

域内の受信品質は主観評価３以上とし、その場合の受信機は平成１０年度

電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送局の置局に関する技術的

条件」に基づき表２「ＦＭ放送評価用の受信機及び受信空中線の新規格」

Ｄ／Ｕ＝０ｄＢ 

図９ Ｄ／Ｕ＝０ｄＢの主観評価 
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の性能とする。 

 

 

 

 

 

表２ ＦＭ放送評価用の受信機及び受信空中線の新規格 

Ⅰ受信機 

規格項目 規格値等 

１ 受信機の種類 ラジカセ 

２ 外部空中線入力端子の有無 

インピーダンス 

有 

７５Ω 不平衡 

３ 中間周波数 １０．７ＭＨｚ 

４ 局部発信周波数 マイナス側 

５ 局発信周波数の漂動 １０ｋＨｚ以内 

６ －３ｄＢリミティング感度 ２０ｄＢμＶ以下 

７ 感度差 ３ｄＢ以内 

８ 実効選択度特性 ±２００ｋＨｚ：－５ｄＢ 

±４００ｋＨｚ：－４５ｄＢ 

９ 信号対雑音比を想定したときの

所要最小入力 

３０ｄＢ感度 

４５ｄＢ感度 

５０ｄＢ感度 

５０ｄＢステレオ感度 

 

 

１５ｄＢμＶ以下 

２０ｄＢμＶ以下 

２５ｄＢμＶ以下 

４０ｄＢμＶ以下 

１０ 左右分離度 １００Ｈｚから１０ｋＨｚにわた

り、２０ｄＢ以上 

１１ ２信号スプリアスレスポンス 希望入力レベル－６０ｄＢｍのとき

－３０ｄＢ以下（目標値－５０ｄＢ

以下） 

１２ ＲＦ相互変調妨害比 ±４００ｋＨｚ：５２ｄＢ以上 

±８００ｋＨｚ：５５ｄＢ以上 

１３ キャップチャレシオ ２ｄＢ 

Ⅱ 受信空中線 

規格項目 規格値等 

１ 空中線の種類及び設置場所 受信機一体型空中線。屋外地上高２

12



ｍ（一般家庭の１階の放送局送信所

側の窓際に設置する場合に相当） 

２ 相対利得（ダイポール比） ０ｄＢ 

３ 指向性 考慮しない 

４ 偏波面 考慮しない 

 

エ コミュニティ放送の同期放送については、平成１０年度電気通信技術審

議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送局の置局に関する技術的条件」に基づき、

送信点間については、これまでと同様に次の技術的条件とする。 

 

「相互にＦＭ同期放送の関係にある放送局は、同時に同一番組を放送するも

のであって、かつ、その搬送波周波数の差及び最大周波数偏移（変調器）

の差がそれぞれ２Ｈｚ及び１ｋＨｚを超えないこととすべきである。」 

 

（６）ギャップフィラーの受信性能 

ア 受信レベル 

既存ＦＭラジオ放送局の電波を４８ｄＢμＶ／ｍ以上の電界強度で受信

できるよう受信アンテナの利得、安定した放送波が受信できる設置場所の

確保等を行うこと。 

 

図１０ 安定した受信場所確保の例 

 

イ ギャップフィラーの受信点における放送波近傍の受信レベル 

ギャップフィラーは非再生中継方式により中継を行うため、放送波に隣

接する他の放送周波数も併せて再放送することが想定される。 

このため、ギャップフィラーの受信点における受信電波から不要な隣接

放送周波数を受信しないよう、受信アンテナの位置や利得等の調整や地形

等による遮蔽等を活用し、（１１）スプリアス発射又は不要発射の強度の許

容値を超えないようにしなければならない。このため、当該許容値を確保
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できない場合は再放送を行ってはならない。 

 
 図１１ 隣接波も再送信してしまう例 

 

（７）空中線電力 

平成１０年度電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送局の置

局に関する技術的条件」に定めるＦＭ放送評価用の受信機の最小受信感度

はＳ／Ｎ＝３０ｄＢ（モノラル）であるが、実際には都市雑音を含んだ検

討が必要であり、同答申の中で検討が行われている。 

検討結果としては、図１２「信号対雑音比に対する主観評価」のように

主観評価３を得るにはＣ/Ｎ＝約２６ｄＢ必要としており、放送波の電界強

度が４９ｄＢμＶ/ｍ程度（０．２８ｍＶ/ｍ）必要との見解が示されてい

る。 

 

 

このため、ギャップフィラーとラジオ受信機との回線設計においては、

４．４ 検討モデル（２）送受信モデルに基づき、送信アンテナ高を山間部
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では１０ｍ、中核都市部では１５ｍ。また、受信アンテナ高は１ｍとして

検討を行うこととした。 

また、受信品質としては、ラジオ受信機が主観評価３程度で聴取可能で

あり、放送区域として最も小さな所要電界強度である４８ｄＢμＶ／ｍを

得る空中線電力を算定することとし、次のとおり検討を行った。 

なお、１ｍの受信高と４ｍの受信高の電界強度の差については、参考資

料２に示すとおり実験結果から１０ｄＢあるので回線設計において補正を

行うこととした。 

 

表３ 山間部回線設計 
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表４ 中核都市部回線設計 

 

 

以上のことから、山間部において４８ｄＢμＶ／ｍの放送区域を半径１

０００ｍの範囲で確保するには、１つの放送周波数あたり２５０ｍＷの空

中線電力が必要である。一方、空中線電力２５０ｍＷでは、中核都市部に

おいて６０ｄＢμＶ／ｍの放送区域を半径５００ｍの範囲で確保すること

が可能であったが、半径１０００ｍの範囲で確保できなかった。放送区域

を半径１０００ｍの範囲で確保するには、ギャップフィラーの空中線電力

の増力が考えられるが、６０ｄＢμＶ／ｍ以上の電界強度が必要となる都

市部や中核都市部で空中線電力を増力すると他の既存ＦＭ放送局等に対す

る混信発生の機会の増加が懸念される。 

このため、６０ｄＢμＶ／ｍ以上の電界強度が必要となる都市部や中核

都市部等の放送区域に存在する難聴地区の対策としては、複数の送信点を

緻密に配置し難聴地域を細かく解消するものとし、ギャップフィラーの空

中線電力は１つの放送周波数あたり２５０ｍＷ以下とする。 

 

（８）空中線電力の許容値 

放送局が運用する従来中継局は、一つの放送周波数を受信し、当該周波

数のみを再放送する機器構成となっている。このため、空中線電力は当該
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一つの放送周波数を適正レベルに増力している。この場合、出力となる空

中線電力を検出して調整が行われるので、偏差が少ない空中線電力を得る

ことが可能となっている。 

一方、ギャップフィラーでは複数の放送周波数を一括して再放送するＭ

ＣＰＡ※（複数波同時増幅器）方式であるため、従来の中継局の様に放送

周波数毎に空中線電力を調整することは困難であり、空中線電力の偏差を

現行技術基準にすることは難しいが、ギャップフィラーが閉鎖的で狭小な

区域を対象にしており、空中線電力も２５０ｍＷ以下と小さいことを考慮

すると、空中線電力の偏差は±５０％以内とすることが適当と認められる。 

 

※ ＭＣＰＡ方式で複数の放送周波数を同時に放送する場合、中継機器内では放送周波数毎に

フィルターで信号を抽出し、レベル調整を行い、最終的に電力増幅部の前段で混合され、電力

増幅部では出力制御を全放送周波数の総合電力に対し行うが、混合時に放送周波数毎の周波

数特性や温度特性など多くの要因で放送周波数毎の空中線電力に偏差が生じ、従来中継放送

局に対して許容偏差が大きいといった特徴がある。 

 

（９）混信保護 

ＦＭラジオ放送局の使用周波数は、従来の７６ＭＨｚから９０ＭＨｚま

での周波数に加え９０ＭＨｚから９５ＭＨｚに拡大したことや新たな放送

として９９ＭＨｚから１０８ＭＨｚにマルチメディア放送の放送開始に向

けて様々な取組が進められていることから、こうした周波数利用の拡大に

伴う影響周波数の範囲が課題となる。 

混信関係において影響を及ぼす周波数帯域が最も広くなるものとして相

互変調積が考えられる。最大となる相互変調積は７６ＭＨｚのＦＭラジオ

放送局と１０８ＭＨｚのマルチメディア放送の最高周波数との周波数差で

発生する混信であり、この場合、放送帯域の上下端から３２ＭＨｚ幅にあ

る表５「ＦＭ放送等の混信検討対象周波数」に示す無線システムが影響を

受ける可能性がある。 
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表５ ＦＭラジオ放送等の混信検討対象周波数 

周波数帯（ＭＨｚ） 割当業務 備考 

４４－５０ 移動業務  

５０－５４ アマチュア業務  

５４－７４．８ 移動又は固定業務  

７４．８－７５．２ 航空無線航行業務  

７５．２－７６ 移動業務 音声アシスト用

無線電話用特定

小電力無線局 

７６－１０８ 放送業務 ９９ＭＨｚから

１０８ＭＨｚは

マルチメディ放

送 

１０８－１１７．９７５ 航空無線航行業務  

１１７．９７５－１３７ 航空移動業務  

１３７－１３８ 移動衛星業務等（宇宙から

地球） 

 

１３８－１４２ 航空移動業務  

 

感度抑圧や相互変調積による混信を発生する現象を参考資料３のとおり

実験を行った。その結果、表６「ラジオ受信機が混信を起こす電界強度の

レベル」に示す強電界強度となる地域において混信を与えることが分かっ

た。 

 

表６ ラジオ受信機が混信を起こす電界強度のレベル 

マルチメディア

放送の有無 

ラジオ受信機に

入力する波数 

ラジオ受信機に 

入力する電力 
電界強度 

無し 

１から２ １８ｄＢｍ １０１（ｄＢμＶ／ｍ） 

３から７ １９ｄＢｍ １００（ｄＢμＶ／ｍ） 

８ ２３ｄＢｍ ９６（ｄＢμＶ／ｍ） 

有り 

１から４ １９ｄＢｍ １００（ｄＢμＶ／ｍ） 

５から７ ２０ｄＢｍ ９９（ｄＢμＶ／ｍ） 

８ ２４ｄＢｍ ９５（ｄＢμＶ／ｍ） 

 

これは平成１０年度電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送

の置局に関する技術的条件」で検討すべき放送局の近傍を９０ｄＢμＶ／
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ｍ以上の範囲としており、これとも合致しており感度抑圧や相互変調積が

発生する検討範囲については、これまでと同様とすることが適当と考えら

れる。 

なお、実験は、表５「ＦＭラジオ放送等の混信検討対象周波数」にある

無線業務全ての受信機について実験を行うことはできず選択度の向上やフ

ィルターの搭載が難しいことから、最も相互変調積による混信を受け易い

受信機としてラジオ受信機を最悪条件として実験した。 

 

表７ ラジオ受信機の例と特徴 

 

 

ア 感度抑圧及び相互変調積による混信 

最大空中線電力２５０ｍＷのギャップフィラーにおいて感度抑圧や相互

変調積による放送業務、移動衛星業務等、移動業務、固定業務及びアマチ

ュア無線業務への混信の影響範囲は、図１３「ギャップフィラーの近傍電

界強度（試算）」のとおり９０ｄＢμＶ／ｍを超える強電界地域は送信アン

テナから５ｍ以内に限られ、表５「ＦＭラジオ放送等の混信検討対象周波

数」の無線局がギャップフィラーの送信アンテナから５ｍ以下に存在する

ことは無いと考えられることから、感度抑圧や相互変調積による混信の可

能性は無いものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１３ ギャップフィラーの近傍電界強度（試算） 

d
GPE 7

=

強電界となる地域はギャップフィラーの送信ア

ンテナの至近距離近傍と考えられるので検討に

際しては、自由空間伝搬で検討した。 
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一方、航空無線航行業務、航空移動業務に対する混信は、対象無線局の

受信機が全世界の航空機となり混信対策を行うことは困難であることから、

ＩＴＵ ＳＭ.１００９-１※に従って検討した。 

検討の結果は、参考資料４のとおりであり、ギャップフィラーを起因と

する混信は、他の無線業務と同様に混信の可能性は無いと考えられる。 

 

※ Recommendation ITU-R SM.1009-1(10/1995)（参考資料５） 

Compatibility between the soundbroadcastingservice in the bandof about 87-108 

MHz and theaeronautical services in theband 108-137 MHz 

 

イ 他の無線システムに対する隣接チャンネル妨害 

ＦＭラジオ放送局の使用周波数の下限に最も近い周波数を使用する無線

局として、２００ｋＨｚ離れの音声アシスト用無線電話用特定小電力無線

局がある。 

 

ａ 音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局 

音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局は視覚障害者への外出時に

おける情報提供手段として７５．８ＭＨｚ、１０ｍＷの無線システムを使

って歩行者支援を行う無線局（以下「音声アシスト無線」という）である。 

平成１２年度電気通信技術審議会答申「諮問第１１４号 電波を使用する

音声アシスタントシステムの技術的条件」を検討するにあたり、参考資料

６「高齢者・障害者等に優しいアシストシステムの評価研究報告書（別冊

資料集）抜粋」のとおり調査を実施しており、放送電波の電界強度が９０

ｄＢμＶ／ｍ程度の場合、音声アシスト無線から６ｍ以内では当該無線局

からの電波の受信に妨害を受けないと評価されている。また、放送区域が

最小の電界強度となる４８ｄＢμＶ／ｍのフリンジにおいても与干渉は無

いと評価されている。 

以上の条件から、ギャップフィラーによる与干渉は、送信アンテナ高が

柱上１０ｍ、最大空中線電力２５０ｍＷの場合、強電界となる近傍は送信

アンテナから５ｍ以内の距離となり、強電界となるエリアに歩行者がいな

いため、音声アシスト無線に対し混信を与える可能性は無いものと考えら

れる。また、ギャップフィラーに対する被干渉も放送区域のフリンジで４

８ｄＢμＶ／ｍの電界強度を確保しており、上記答申のとおり特段の支障

は無いものと考えられる。 
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ｂ マルチメディア放送 

マルチメディア放送とギャップフィラーとの混信検討については、平成

２１年度情報通信審議会答申「諮問第２０２３号 放送システムに関する

技術的条件のうち携帯端末向けマルチメディア放送方式の技術的条件」に

基づき参考資料７の混信保護比に関して検討を行った。 

マルチメディア放送の中継局からの被干渉（隣接）については、表８「マ

ルチメディア放送からギャップフィラーへの隣接チャンネルの影響」に示

すとおり、マルチメディア放送を行う送信所付近では、その影響が避けら

れない。このため、ギャップフィラーの置局にあたっては、マルチメディ

ア放送の置局を十分に検討する必要がある。 

なお、ギャップフィラーが閉鎖的で狭小な難聴地域の放送区域を対象と

していることを考慮すると、マルチメディア放送が強電界強度となる大都

市部においてギャップフィラーを置局する可能性は極めて低いと考えられ

る。 

 

表８ マルチメディア放送からギャップフィラーへの隣接チャンネルの影響 

ガードバンド ０．４５７ＭＨｚ ４．１７１ＭＨｚ ６．１７１ＭＨｚ １２．１７１ＭＨｚ 

混信保護比 

（９セグメント） 
－９ｄＢ以上 －１６ｄＢ以上 －２０ｄＢ以上 －２５ｄＢ以上 

ギャップフィラー

のＥＲＰ（Ｄ） 
－６ｄＢＷ（２５０ｍＷ） 

マルチメディア放

送のＥＲＰ（Ｕ） 

３ｄＢＷ以下 

（２Ｗ） 

１０ｄＢＷ 

（１０Ｗ） 

１４ｄＢＷ 

（２５Ｗ） 

１９ｄＢＷ 

（７９Ｗ） 

 

一方、ギャップフィラーからマルチメディア放送への与干渉については、

表９のとおり混信を与える可能性は無いものと認められる。 

 

表９ ギャップフィラーからマルチメディア放送への与干渉 

ガードバンド ０．４５７ＭＨｚ 

混信保護比（９セグメント） －３６．５ｄＢ以下 

ギャップフィラーのＥＲＰ（Ｕ） －６ｄＢＷ（２５０ｍＷ） 

マルチメディア放送のＥＲＰ（Ｄ） －４２．５ｄＢＷ以上（０．０６ｍＷ） 

 

ウ 航空機緊急遭難周波数に対する混信妨害 

平成１０年度電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送局の置

局に関する技術的条件」に基づき、ギャップフィラーにおいても８０．８

21



ＭＨｚから８１．２ＭＨｚの周波数は使用しないこと。 

 

エ 既存ＦＭラジオ放送局との混信 

平成１０年度電気通信技術審議会答申「諮問第９２号 ＦＭ放送局の置

局に関する技術的条件」に基づき次に示すＦＭ放送局間の混信保護比を確

保することが適当と認められる。 

 

ａ 自局、ＦＭラジオ放送局の放送区域の全ての地点において、次の混信保

護比を確保すること 

周波数差 

（ｋＨｚ） 
０ １００ ２００ ３００ ４００ 

混信保護比 

（ｄＢ） 
３６ ２２ ６ －８ －２０ 

 

ｂ ＦＭラジオ放送局（ギャップフィラーへの被干渉は除く。）が放送波中継

を行う場合、中継局の受信点において次の混信保護比を確保すること。た

だし、混信保護比の確保にあたっては、中継局の受信空中線の指向性、偏

波面を考慮する他、中継局の受信設備の干渉除去のための性能も十分考慮

すること。 

周波数差 

（ｋＨｚ） 
０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００ ８００ 

混信保護比 

（ｄＢ） 
６０ ５５ ４０ １０ －２０ －３０ －４０ －５０ －６０ 

 

ｃ ギャップフィラーは非再生中継方式による放送を行うことから、ＦＭラ

ジオ放送局の放送波中継の受信と同様に他の放送局からの妨害を排除する

ための混信保護比が必要であるが、ギャップフィラーは局所的に狭小なラ

ジオ難聴地域を解消するため、空中線電力も２５０ｍＷ以下と限定されて

いる。 

このため、再放送を行う電波に隣接する電波の受信電力がギャップフィ

ラーに入力された際に、空中線電力でスプリアス発射及び不要発射の基準

レベルを超えないよう現行規定を緩和することが望ましいことから、次の

とおり検討した。 

 

（ａ）放送波の受信電力とスプリアス発射及び不要発射の強度との関係 

空中線電力１Ｗ以下の放送局における不要発射の規定は、帯域外領域
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の±５００ｋＨｚ以内で１００μＷ（－１０ｄＢｍ）以下であるので、

受信空中線での受信電力の差が空中線電力の出力にそのまま反映される

とした場合、ギャップフィラーの最大空中線電力は２５０ｍＷ（２４ｄ

Ｂｍ）のため、帯域外領域の不要発射を満足する受信点での再放送する

電波と隣接する電波のレベルの差は３４ｄＢ（２４ｄＢｍ－（－１０ｄ

Ｂｍ））以上必要となる。この値はギャップフィラーの空中線電力により

変動し以下の図１４「空中線電力と隣接レベル」や式１で求められ、仮

に空中線電力が１０ｍＷの場合には再放送の電波に対し２０ｄＢ以上レ

ベル差が必要となる。 

 

 

【式１】  受信電力の所要レベル差＝３４＋１０ｌｏｇ（Ｐ／２５０） 〔ｄＢ〕  

 Ｐ：ギャップフィラーの空中線電力〔ｍＷ〕 

 

（ｂ）ギャップフィラーによる隣接電波の減衰量 

ギャップフィラーの概略構成は図１５で示される。 

 

 

      図１５ ギャップフィラーの概略構成 

再
放
送
を
行
う
電
波

か
ら
の
レ
ベ
ル
差
【Ｌ
】

［ｄＢ］

ギャップフィラーの空中線電力【Ｐ】

［ｍＷ］0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 50 100 150 200 250 300

図１４ 空中線電力と隣接レベル

受信増幅部
再放送波を個別にＩＦ周波数で抽出

送信機部

ＭＣＰＡで
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ギャップフィラーの電力増幅を行う送信機部はＭＣＰＡで構成されて

いるため、出力において複数の再放送する信号に対し個別に帯域外を減

衰させることは困難であるが、受信増幅部には再放送を行う信号ごとに

個別で帯域以外を減衰させるフィルター機能を有している。受信増幅部

のＩＦ周波数で使用されているセラミックフィルターの性能は図１６

「セラミックフィルターの性能」のとおりであり、その減衰量は±２０

０ｋＨｚで１０ｄＢ以上、±３００ｋＨｚで４０ｄＢ以上の減衰量を確

保している。 

 

 

図１６ セラミックフィルターの性能 

 

以上のことから、受信増幅部のフィルターの減衰量により表１０「ギ

ャップフィラーでの近傍周波数に対する減衰量」が得られる。 

 

表１０ ギャップフィラーでの近傍周波数に対する減衰量 

 
     Δｆ：再放送を行う信号の中心周波数からの周波数差〔kHz〕 

 

（ｃ）ギャップフィラーの受信点における混信保護条件 

再放送を行う放送波の中心周波数
からの周波数差

再放送を行う放送波の電波の
レベルからの減衰量

±200ｋＨｚ １０ｄＢ以上

±２００ｋＨｚ超、±３００ｋＨｚ以下 ０．３×｜Δｆ｜－５０ｄＢ以上

±３００ｋＨｚ超 ４０ｄＢ以上

２００ｋＨｚから３００ｋＨｚの減衰量 

【式２】 減衰量[dB]＝0.3×｜周波数差[kHz]｜－50 

【参考】 

ＡＲＩＢ－ＴＲ Ｂ１１ Ｐ.２８ 「セラミックフィルタ」

の特性値「ＦＭ放送評価用受信機における設計

マニュアル」 
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自局以外の電波をスプリアス発射及び不要発射の基準値以下とするた

めには、表１１「再放送を行う電波と隣接する他の放送局からの電波との混

信保護条件」の周波数差毎に受信点での混信保護条件を確保すること。 

 

   表１１ 再放送を行う電波と隣接する他の放送局からの電波との混信保護条件 

周波数差 混信保護条件 

100ｋHｚ超、200ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）＋34           ［dB］ 

200ｋHｚ以上、300ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）-0.3×｜Δｆ｜＋84  ［dB］ 

300ｋHｚ以上、400ｋHｚ未満 10ｌog（P／250）－6            ［dB］ 

     P ：ギャップフィラーの空中線電力〔mW〕 

     Δｆ：再放送を行う信号の中心周波数からの周波数差〔kHz〕 

 

ただし、再放送を行う電波に隣接する電波の受信電力が過大でスプリア

ス発射及び不要発射の基準レベルを超える場合は、運用（免許時等の審査

等）で再放送を行えないものとする。 

 

ｄ ギャップフィラーの再放送に用いる周波数選定 

イメージ混信等については、参考資料８に示す「電波法関係審査基準（抜

粋）」に基づき妨害許容限を確保できるよう送信周波数の選定を行うことが

適当と認められる。 

特にギャップフィラーの受信においては、複数のメディアの再放送を既

存ＦＭラジオ放送局と同一周波数で行うことから、再放送を行う周波数の

選定に制限を受けることが想定される。このため、ギャップフィラー受信

点において他の無線システム（ポケベルなど大電力局）及びマルチメディ

ア放送の電波を抑制するために必要なフィルター等を挿入することが望ま

しい。 

 

（１０）スペクトルマスク 

ギャップフィラーの受信電力から不要な隣接チャンネルの電波を排除す

るよう、ギャップフィラー入力に再放送を行う電波と同一レベルの信号が

入力された場合に、ギャップフィラー出力において規定の空中線電力に対

し、次の帯域外減衰量をギャップフィラー機器で確保すること。 

・再放送を行う電波との周波数差が２００ｋＨｚ以上、３００ｋＨｚ未

満では次式以上の減衰量を確保すること。 

減衰量（ｄＢ）＝０．３×|周波数差（ｋＨｚ）|―５０ 

・再放送を行う電波との周波数差が３００ｋＨｚ以上では４０ｄＢ以上
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の減衰量を確保すること。 

 

 
図１７ ギャップフィラーのスペクトルマスク 

 

（１１）スプリアス発射又は不要発射の強度 

無線設備規則第７条（別表３号第５項（３））に示す次の基準値に適合すること

が適当と認められる。 

空中線電力 帯域外領域におけるスプリ

アス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における不

要発射の強度の許容値 

１Ｗ以下 １００μＷ以下 ２５μＷ以下 

 

     
図１８ 空中線電力１Ｗ以下のスプリアス発射又は不要発射の強度 

 

（１２）副次的に発する電波等の強度 

無線設備規則第２４条１項に示す４ｎＷ以下とすることが適当と認められる。 

 

（１３）電波の停止機能 

再放送を行う放送波の空中線電力がその許容偏差を超える場合は、再放
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送を行う電波の発射を停止すること。 

 

（１４）測定方法 

地上デジタルテレビジョン放送のギャップフィラーと同様に次の測定を

行うこととする（参考資料９）。 

ア 周波数偏差 

イ 占有周波数帯幅 

ウ スプリアス発射又は不要発射の強度 

エ 空中線電力の偏差 

オ 副次的に発する電波等の強度 

 

（１５）防護指針 

電波法施行規則別表第２号の３の２に従って、空中線電力２５０ｍＷ、３素子

の八木型送信空中線を想定し、ギャップフィラーが防護指針に適合してい

るか検討したところ、その結果は参考資料１０のとおりであり、いずれの

基準に対しても十分なマージンがあるので、特に支障は無いものと認めら

れる。 
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別紙１ 

 

情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会構成員 

 

（敬称略、構成員は、主査及び主査代理を除き五十音順） 

主査 伊東 晋 東京理科大学理工学部教授（平成27年1月26日まで） 

主査 伊丹誠 東京理科大学基礎工学部教授（平成27年1月26日から） 

主査代理 都竹愛一郎 名城大学理工学部教授 

委員 相澤彰子 国立情報学研究所情報学資源研究センター教授 

専門委員 井家上哲史 明治大学理工学部教授 

〃 甲藤二郎 早稲田大学基幹理工学部教授 

〃 喜安拓 一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会副理事長 

〃 関根かをり 明治大学理工学部教授 

〃 高田潤一 東京工業大学大学院理工学研究科教授 

〃 丹康雄 北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科教授 

〃 野田勉 一般社団法人日本ケーブルラボ実用化開発グループ

主任研究員（平成27年3月31日まで） 

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社 

上席主任研究員（平成27年4月1日から） 

〃 松井房樹 一般社団法人電波産業会専務理事 

〃 村山優子 岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授 

〃 矢野博之 独立行政法人 情報通信研究機構ワイヤレスネット

ワーク研究所所長 

〃 山田孝子 関西学院大学総合政策学部教授 
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別紙２ 

 

情報通信技術分科会 放送システム委員会 ギャップフィラー作業班 構成員 

 

（敬称略、構成員は五十音順） 

主任 伊丹 誠 東京理科大学 基礎工学部 教授 

構成員 大原 久典 マスプロ電工株式会社 執行役員 営業開発部長 

〃 
小竹 信幸 

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター 企画・

技術部門 技術グループ 担当部長 

〃 川島 修 株式会社エフエム東京 技術部長 

〃 倉地 公彦 
ひまわりネットワーク株式会社 ソリューション部門担当 

取締役 

〃 櫻井 正司 株式会社ＣＢＣラジオ 総務部長 兼 技術部長  

〃 嶋田 喜一郎 一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 専務理事 

〃 平川 靖紀 日本放送協会 技術局 計画部 副部長 

〃 三浦 洋 株式会社ニッポン放送 技術局長 

〃 和食 暁 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 常務理事 
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＜参考資料の添付を省略＞ 
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